
業務名

◎履行期間
履行期間は，着手の日から令和7年12月1日までとする。

◎委託関係書類の作成

◎業務計画書

◎交通事故と労働災害の防止

◎交通誘導警備員の配置

○その他

◎質問事項

◆提出期限

旭川市長
土木部土木総務課　TEL　25-9700

緑が丘地区ほか街路樹調査業務委託

　なお，交通誘導警備員を警備会社に委託する場合は，元請け業者から委託する。

◆宛　　先
◆提 出 先

業   務   説   明   書

　労働者災害補償保険関係成立証明書，業務工程表，業務処理責任者指定通知書，経歴書，業務
再委託承諾願及び業務対応連絡簿は，遅滞なく担当職員に提出すること。

　業務に先立ち，業務計画書を作成し，担当職員に提出して承諾を得ること。業務計画書に記載
する事項は，業務概要，計画業務日程表，作業実施方法並びに緊急時の体制及び対応とし，その
他の事項は省略する。なお，各関係機関との打合せは，速やかに行うこと。

　業務履行に当たり，特記仕様書及び旭川市業務委託標準仕様書を熟読の上，交通事故と労災の
防止に努め，万一事故が発生した場合は，速やかに適正な処置を行い，書面で報告すること。

　一現場に交通誘導警備員を2名以上配置する場合，又は市街地及び公安委員会が認定する検定
合格警備員の配置を必要とする路線（平成18年北海道旭川方面公安委員会告示第46号）に係る現
場で作業する場合は，1名以上の有資格者（交通誘導警備検定合格者1級又は2級）を配置するこ
と。
　上記条件を満たす中で，有資格者以外を配置する場合は，特記仕様書に定められた資格要件を
満足するものを配置すること。

　設計図書及び積算に当たっての質問は，契約課様式「質疑応答書」を使用し，次により提出す
ること。

　指名通知をした日の翌日から起算して休日を除き２日を経過する日の午後５時まで（提出期限
までに提出の無い場合は当委託について「質問無し」とみなす。）


